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(57)【要約】
　改変ホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）またはホエータンパク質分離物（ＷＰＩ）を調
製するための方法が記載される。この方法では、（ａ）ｐＨ４．７～８．５で、タンパク
質濃度１５～５０％（ｗ／ｖ）のＷＰＣ水溶液またはＷＰＩ水溶液を提供し、（ｂ）タン
パク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超えるまで溶液を熱処理することを必
要とし、熱処理は、乱流条件下におきつつ溶液を加熱することを含む。熱処理の最後に、
熱処理後の材料を乾燥機にすみやかに搬送してもよいし、他の成分と混合してもよい。熱
処理後のＷＰＣまたはＷＰＩに対して、乾燥を容易にすべく液体が液滴に変換される場所
以外では、搬送前に、機械的剪断プロセスをほどこさない。この改変ＷＰＣは、テクスチ
ャの望ましくない変化を伴うことなく高タンパク質含有量が望ましい食品および飲料の製
造に有用である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乾燥改変ホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）またはホエータンパク質分離物（ＷＰＩ）
を調製するための方法であって、
　（ａ）ｐＨ４．７～８．５で、タンパク質濃度１５～５０％（ｗ／ｖ）のＷＰＣ水溶液
またはＷＰＩ水溶液を提供し、
　（ｂ）タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超えるまで前記溶液を熱
処理し、前記熱処理は、乱流条件下におきつつ前記溶液を加熱することを含み、
　（ｃ）前記熱処理の最後に、前記熱処理後の材料を乾燥機まで直接搬送し、
　（ｄ）前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩを乾燥させることを含み、
　前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩに対して、乾燥を容易にすべく液体が液滴に変換さ
れる場所以外では、乾燥前に機械的剪断プロセスをほどこさない、方法。
【請求項２】
　熱処理後のホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）またはホエータンパク質分離物（ＷＰＩ
）を調製するための方法であって、
　（ａ）ｐＨ４．７～８．５で、タンパク質濃度１５～５０％（ｗ／ｖ）のＷＰＣ水溶液
またはＷＰＩ水溶液を提供し、
　（ｂ）タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超えるまで前記溶液を熱
処理することを含み、前記熱処理は、好ましくはレイノルズ数が少なくとも５００の乱流
条件下におきつつ、前記溶液を加熱することを含む、方法。
【請求項３】
　（ｃ）前記熱処理の最後に、前記熱処理後の材料を、乾燥するために乾燥機まで、また
は他の成分と混合するためにミキサーまで、直接搬送することをさらに含み、
　（ｄ）前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩが、ステップ（ｃ）の前に細粒化されない、
請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　乾燥改変ホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）またはホエータンパク質分離物（ＷＰＩ）
を調製するための方法であって、
　（ａ）ｐＨ４．７～８．５で、タンパク質濃度１５～５０％（ｗ／ｖ）のＷＰＣ水溶液
またはＷＰＩ水溶液を提供し、
　（ｂ）タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超えるまで前記溶液を熱
処理し、前記熱処理は、乱流条件下におきつつ前記溶液を加熱することを含み、
　（ｃ）前記熱処理の最後に、前記熱処理後の材料を乾燥機まですみやかに搬送し、
　（ｄ）前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩを乾燥させることを含み、
　前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩに対して、乾燥を容易にすべく液体が液滴に変換さ
れる場所以外では、乾燥前に機械的剪断プロセスをほどこさない、方法。
【請求項５】
　液体ホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）またはホエータンパク質分離物（ＷＰＩ）を含
む混合物を調製するための方法であって、
（ａ）ｐＨ４．７～８．５で、タンパク質濃度１５～５０％（ｗ／ｖ）のＷＰＣ水溶液ま
たはＷＰＩ水溶液を提供し、
　（ｂ）タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超えるまで前記溶液を熱
処理し、前記熱処理は、乱流条件下におきつつ前記溶液を加熱することを含み、
　（ｃ）前記熱処理の最後に、前記熱処理後の材料を、乳、脱脂乳、脂肪、炭水化物、乳
リテンテートまたは脱脂乳リテンテートからなる群のうちの少なくとも１つを含む少なく
とも１種類の他の成分と混合するためにミキサーまで直接搬送することを含む、方法。
【請求項６】
　加熱前の前記ＷＰＣ濃縮物の前記ｐＨを、５．０～８，５、一層好ましくは５．５～８
．５、最も好ましくは６．０～８．０、最も好ましくは６．５～７．５に調節する、請求
項１～５のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項７】
　加熱前の前記ＷＰＣ濃縮物の前記タンパク質濃度が１６～４０％である、請求項１～６
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＷＰＣ溶液またはＷＰＩ溶液が、内径５ｍｍを超え、１５０ｍｍ未満の加熱された
流路を通る際に前記熱処理が起こる、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記溶液が、長い管状のリアクタを通って６０℃～１１０℃の温度で出てくる、請求項
１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　圧力定格５Ｂａｒ～５００Ｂａｒのポンプを用いて、前記管状のリアクタに供給する、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記加熱が直接蒸気噴射によるものである、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１２】
　全固形分の５０～９５％、最も好ましくは５２～９０％がホエータンパク質である乾燥
改変ＷＰＣまたはＷＰＩを調製するための方法であって、
　（ａ）１５～５０％（ｗ／ｖ）がホエータンパク質である水性ＷＰＣまたはＷＰＩを調
製し、
　（ｂ）高圧ポンプを使用して、３～１０００バール、好ましくは５～５００バール、最
も好ましくは１０～３５０バールの圧力で、高圧ヒーターにタンパク質濃縮物を供給し、
生成物の流れは、好ましくはレイノルズ数が少なくとも５００の乱流が起こるようなもの
であり、
　（ｃ）得られた溶液を、タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、７０℃を超える
まで熱処理し、
　（ｄ）前記熱処理の最後に、前記熱処理後の材料を乾燥機まですみやかに搬送し、
　（ｅ）前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩを乾燥させることを含み、
　熱処理構成（ｃ）からの処理後のＷＰＣ流に対して、乾燥前に細粒化手順をほどこさな
い、方法。
【請求項１３】
　熱処理ゾーンが前記乾燥機の流入口と直接連結される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記乾燥が噴霧乾燥によるものである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記乱流のレイノルズ数が１０００を超える、請求項１～１４のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１６】
　前記レイノルズ数が１５００を超える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記レイノルズ数が２，０００～５０，０００の範囲にある、請求項１６に記載の方法
。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の方法で調製されるＷＰＣまたはＷＰＩを、プロ
セスチーズ、ヨーグルト、ホエークリスプから選択される製品製造時における成分として
用いる、使用法。
【請求項１９】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載のＷＰＣまたはＷＰＩを食材の成分に含ませるこ
とで、前記食材のタンパク質含有量を増やす、方法。
【請求項２０】



(4) JP 2012-523835 A 2012.10.11

10

20

30

40

50

　前記食材が、脂肪を溶かす必要があれば溶かし、脂肪または油と炭水化物およびＷＰＣ
とを混合した後、前記混合物を固めることを含む方法で作られるスナックバーである、請
求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　請求項１または請求項４に記載の方法で調製される乾燥ＷＰＣまたはＷＰＩを成分とし
てヨーグルトに含めることを含む、ヨーグルトを調製する方法。
【請求項２２】
　前記乾燥ＷＰＣまたはＷＰＩとカゼインを含む乳とを混合することで、少なくとも７％
（ｗ／ｖ）のタンパク質を有するヨーグルト乳を調製し、前記ヨーグルト乳をｐＨ３．８
～５．５に酸性化することを含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ヨーグルト乳のタンパク質濃度が８～２０％（ｗ／ｖ）である、請求項２２に記載
の方法。
【請求項２４】
　前記ヨーグルト乳のタンパク質濃度が１０～１６％（ｗ／ｖ）である、請求項２３に記
載の方法。
【請求項２５】
　前記ｐＨが４．０～５．０である、請求項２１～２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　ストレプトコッカス・サーモフィルス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｔｈｅｒｍｏｐ
ｈｉｌｕｓ）とラクトバチルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ）との混合培養を用いて、
ヨーグルト乳の酸性化を実施する、請求項２１～２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　酸性化が化学的な酸性化によるものである、請求項２１～２５のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項２８】
　請求項１または請求項４に記載の方法で調製される乾燥ＷＰＣまたはＷＰＩとカゼイン
を含む乳とを混合し、ｐＨ３．８～５．５に酸性化することを含む、１．５～１５％（ｗ
／ｖ）のタンパク質を含むヨーグルト飲料を調製する方法。
【請求項２９】
　前記カゼインを含む乳が、乳、乳リテンテートまたは乳タンパク質リテンテートを含む
、請求項２１～２８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３０】
　前記カゼインを含む乳が脱脂乳を含む、請求項２１～２８のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項３１】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の方法によって熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩを
調製し、前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩをプロテアーゼと接触させることを含む、ホ
エータンパク質加水分解産物を調製するための方法。
【請求項３２】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の方法で調製される熱処理後のＷＰＣまたはＷＰ
Ｉまたは請求項３１に記載の方法で調製される加水分解産物を、水および可溶性炭水化物
も含む混合物に成分として添加することを含む、栄養製品を調製するための方法。
【請求項３３】
　前記混合物が、ナトリウム塩およびカリウム塩ならびに、脂質およびビタミンの源をさ
らに含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記栄養製品を、７０℃を超える温度、好ましくは１００℃を超える温度まで、一層好
ましくは少なくとも業務用の滅菌条件下で加熱する、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
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　請求項１～１７のいずれか１項に記載の方法でホエータンパク質成分を調製し、前記成
分を、チーズと水を含む他の成分と混合し、調理して溶けたプロセスチーズを形成し、冷
ますことを含む、プロセスチーズを作るための方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、変性ホエータンパク質を含むホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）を製造する
プロセスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　何年もの間、熱変性ホエータンパク質の凝集物が製造されてきた。タンパク質が凝固し
て不溶性になるまでホエーを加熱して調製される市販品として、昔からラクトアルブミン
が知られている。不溶性の材料を濾別し、洗浄し、乾燥させる。ラクトアルブミンには、
保存食からパンやベイカリー製品のタンパク質含有量を高めることに至るまで、多くの用
途がある。ラクトアルブミンを回収することでホエーの流れが枯渇したタンパク質も保存
食として利用できるが、そうしなければ廃棄に費用がかかる。
【０００３】
　変性ホエータンパク質の製造を一層経済的かつ業務上有用なものとするために、多くの
試みがなされてきた。労力の大半が、ラクトース含有分を選択的に除去することで、ホエ
ーのタンパク質含有分を増やすことに向けられてきた。限外濾過、ダイアフィルトレーシ
ョン、イオン交換などの確立された技術を適用することで、高いタンパク質含有量を達成
可能になる。栄養価が良好なタンパク質として、これらの製品は食品成分として有用であ
る。
【０００４】
　栄養に関する多くの用途で、ホエータンパク質が最終製品のテクスチャまたはレオロジ
ーに対しておよぼす影響が有用である。これらの用途ではＷＰＣが熱誘導ゲルを形成する
機能に頼ることが多い。他の用途では、こうしたゲル化特性は望ましくない。
【０００５】
　熱変性させた（または改変）ホエータンパク質製品が、市場における一層近代的なカテ
ゴリの製品になってきている。近年、このカテゴリを製造するための多数の方法が発明さ
れている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ホエータンパク質は、適切な条件（＞７５℃、≒ｐＨ６～８、＞６ｇＴＳ／１００ｇ）
下で加熱されるとゲルを形成する（Ｈａｖｅａ，Ｐ．，　Ｓｉｎｇｈ，Ｈ．，　Ｃｒｅａ
ｍｅｒ，Ｌ．Ｋ．　＆　Ｃａｍｐａｎｅｌｌａ，Ｏ．Ｈ．，　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅ
ｔｉｃ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｐｒｏｔｅｉｎ　ｐｒｏｄ
ｕｃｔｓ　ｆｏｒｍｅｄ　ｄｕｒｉｎｇ　ｈｅａｔ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ｗｈｅ
ｙ　ｐｒｏｔｅｉｎ　ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅ　ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ．　Ｊｏｕｒｎａｌ
　ｏｆ　Ｄａｉｒｙ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，　６５，　７９～９１，　１９９８）。
【０００７】
　米国特許第４，７３４，２８７号明細書（Ｓｉｎｇｅｒら）には、特に不溶性凝集物の
生成を目指した熱変性ホエータンパク質に関する技術ならびに、これに伴う課題について
説明されている。熱と機械的作用との組み合わせを用いて、微粒子ホエータンパク質凝集
物を生成するためのプロセスが教示されている。この文献全体を援用する。
【０００８】
　国際公開第２００１／００５２４７号パンフレット［Ｈｕｄｓｏｎら］には、変性粒子
を含むホエータンパク質ゲルを調製するためのプロセスが開示されている。最初に、ホエ
ータンパク質を酸または酵素で処理して加水分解させる。熱処理後には、「大きな凝集物
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が光を反射するため、得られた混濁状態の微粒子ゲルは不透明の乳白色に見える。最終的
なサブセットである混合ゲルは、微細鎖と微粒子との両方の物性および機能的特性を兼ね
備え、中間塩濃度で生成される（Ｅ．Ｆｏｅｇｅｄｉｎｇ　ｅｌ　ａｌ．，（１９９８）
）。直鎖がさらに大きな凝集物に縮合する過程が、混合ゲル形成の原因機構であると考え
られている。」ゲル化した材料を乾燥させ、１μｍ～１００μｍの範囲の粒子を形成して
もよい。Ｈｕｄｓｏｎらは、「アルミニウム製の凍結乾燥機の皿（１３．５ｃｍ×１３．
５ｃｍ）にて８０℃で４５分間または３時間、分散液を加熱する」こと以外に、彼らの加
熱プロセスについてほとんど教示していない（家庭での製造が企図されている）。
【０００９】
　ＨｕｓｓおよびＳｐｉｅｇｅｌは、米国特許第６，７６７，５７５号明細書において、
比較的薄いタンパク質流（＜３％ｗ／ｖタンパク質）を用いて、加熱後に微粒子ホエータ
ンパク質を生成するためのプロセスを開示しており、「当業者間で周知のプロセスとは対
照的に、発明性のあるプロセスが本質的に非剪断条件下で実施されるかぎり、それ以上の
剪断操作をすることはない。前述した不可欠なポンピング操作と攪拌操作が原因で生じる
剪断速度は通常、２０００ｓ-1～１０００ｓ-1以下、好ましくは５００ｓ-1以下である。
原材料の高温保持も、攪拌をまったく使用することなく実施可能なものである。」
【００１０】
　国際公開第２００７／０３９２９６　Ａ１号パンフレット［ＴｈｏｒｓｅｎおよびＫｏ
ｅｎｉｎｇｓｆｅｌｄｔ］には、熱を印加しながらタンパク質溶液の変性に影響させるた
めの独自の機械的装置が開示されている。
【００１１】
　欧州特許出願公開第０５２０５８１号において、Ｏｕｄｅｍａｎが、変性ホエータンパ
ク質を用いて合成乳生成物を調製するためのプロセスを教示している。ここでは、固体に
対してタンパク質含有量２５～５０％、ｐＨ値５．９～６．７のホエータンパク質濃縮物
にカルシウムイオンを加え、続いて濃縮物を熱処理および均質化し、その後、生成物を任
意に蒸発および乾燥させる。
【００１２】
　米国特許第５，４９４，６９６号［Ｈｏｉｓｔら］には、希釈したホエーリテンテート
（固形分１０～２０％であり、固体の６５～９５％がタンパク質である）を蒸気噴射によ
って直接加熱しつつ、ホモジナイザで再利用する、ホエータンパク質変性プロセスが開示
されている。「パイプ壁への堆積物を回避し、十分に低粘度の擬塑性液体とするには、パ
イプを通る生成物の流量を十分に高く維持しなければならない。通常、これは流量が少な
くとも２ｍ／ｓのときに保証される」点に注意されたい。熱処理後に直接、液体流を乾燥
させる。得られる粉末は、粒度が３０～６０μｍ前後であるとされている。Ｈｏｉｓｔら
は、次のように述べている。「変性レベルが好ましくは約８０％、平均粒子径が好ましく
は４０～５０μｍの範囲にある新規かつ部分的に変性されたホエータンパク質製品が、こ
のような良好な官能特性を有し、砂のようなまたはザラザラした後味がないのが驚くべき
ことであるのに対し、周知のような同様の粒度の変性ホエータンパク質は、官能特性が悪
く、特に口の中で砂のような感じがするため、冷たい状態で製造されるマヨネーズへの添
加剤としての用途には適さない」。
【００１３】
　米国特許出願公開第２００６／０２０４６４３号明細書［Ｍｅｒｒｉｌｌら］は、ホエ
ータンパク質濃縮物用の熱変性プロセスを開示している。ここでは、「天然のホエータン
パク質を含有する初期スラリーを加熱し、タンパク質の少なくとも一部を変性させる。上
述したように、このスラリーを、約１０～約６０秒間の時間で、約１４０°Ｆ～３００°
Ｆの温度まで加熱すればよい。加熱時間の少なくとも一部の間、スラリーを混合し、変性
ホエータンパク質が調理器の加熱素子の周囲に凝集するのを低減および／または防止して
もよい。この作業を実施するための一例としての装置に、蒸気噴射用または加熱したジャ
ケットを有するか、あるいは両方を兼ね備えた、一軸または二軸のミキサーまたは二軸押
出機がある。二軸ミキサーまたは押出機を用いて加熱と混合を実施する場合、スクリュー
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（すなわちオージェ）は一般に、重なるように配置され、十分な混合ができるようになっ
ている。加熱時または加熱後に、スラリーを高剪断条件下におき、これによって、ホエー
タンパク質が変性する際に形成されることがある凝集物を低減する。本明細書で使用する
高剪断条件は通常、１０，０００～５００，０００ｓ-1の剪断を印加する条件を示す。い
くつかの方法では、スラリーは一般に、約９０～３００°Ｆの温度で、約０．０１～０．
５秒間、高剪断ミキサーまたはコロイドミルで剪断される。」
【００１４】
　もうひとつの発明では、国際公開第２００８／０６３１１５Ａｌ号パンフレット［Ｔｅ
ｔｒａ　Ｌａｖａｌ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　＆　Ｆｉｎａｎｃｅ　ＳＡ］に、管状のヒータ
ーを用いて、圧力（４０～８０バール）下でタンパク質溶液を加熱した後、ホモジナイザ
にて機械的剪断を実施してタンパク質凝集物を砕き、微細な粒子（直径３～１０μｍ）を
形成するプロセスが開示されていた。
【００１５】
　別の２つの公開公報（欧州特許出願公開第０４１２５９０号および同第０３４７２３７
号）［いずれもＵｎｉｌｅｖｅｒに譲渡］には、微粒子ホエータンパク質分散液を調製す
るためのプロセスが開示されている。どちらの公報でも、剪断はほとんど使用しないかま
ったく使用していないが、タンパク質濃度が比較的薄い溶液に制限される（１５％未満で
あるが、好ましくはタンパク質７％前後）。
【００１６】
　国際公開第２００６／０５７９６８号パンフレット（Ｗｏｌｆｓｃｈｏｏｎ－Ｐｏｍｂ
ｏ　［Ｗｏｌｆｓｃｈｏｏｎ－Ｐｏｍｐｏ］ら）には、乱流条件を用いてタンパク質１１
～１２％のホエータンパク質濃縮物流を管状のヒーターで熱処理し、粒子流（このうち９
０％（ｄ９０）が９５μｍ未満、粒子の半分（ｄ５０）が１２μｍ未満である）を得る、
クリームチーズプロセスが開示されている。その後、さらに剪断を印加して（均質化）、
ｄ９０＜９μｍのかなり細かい粒子を達成してもよい。
【００１７】
　旧東ドイツ特許出願公開第ＤＤ２３６４４９号において、Ｂｏｒｇｗａｒｄｔらが、タ
ンパク質含有量８～１１％、固体含有量１６～２２％、ｐＨ４．２～５．２のホエータン
パク質濃縮物溶液を、乱流条件下にて８５～９５℃で５～２０分間加熱することによって
処理し、熱的に安定した非凝集コロイドホエータンパク質懸濁液を得られる旨を開示して
いる。この懸濁液は、瞬時の冷却によって安定化される。タンパク質粒子の懸濁液を乾燥
させてもよい。また、Ｂｏｒｇｗａｒｄｔは、レイノルズ数が２０００を超えなければな
らないが、壁剪断応力も１２ｋｇ／ｍｓ2を超えなければならないことも教示している。
この従来技術では、熱処理後のタンパク質スラリーが剪断で薄くなる（擬塑性液体）であ
ることを教示している。流体力学分野の当業者にとって、その流体の流量特性に関するさ
らに詳細な情報のないままＢｏｒｇｗａｒｄｔらの剪断応力条件をどのように解釈（よっ
て実施）すべきかが明白ではない。
【００１８】
　本発明の目的は、高タンパク質濃度で変性ホエータンパク質を調製するための単純なプ
ロセスを提供および／またはホモジナイザまたはかき取り式表面熱交換器を必要とせずに
高濃度で変性ホエータンパク質製品を製造するための方法を提供および／または公共に対
して有用な選択肢を提示することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　発明の開示
　一態様において、本発明は、乾燥改変ホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）またはホエー
タンパク質分離物（ＷＰＩ）を調製するための方法であって、
　（ａ）ｐＨ４．７～８．５で、タンパク質濃度１５～５０％（ｗ／ｖ）のＷＰＣ水溶液
またはＷＰＩ水溶液を提供し、
　（ｂ）タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超えるまで溶液を熱処理
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し、熱処理は、好ましくはレイノルズ数が少なくとも５００の乱流条件下におきつつ、溶
液を加熱することを含み、
　（ｃ）熱処理の最後に、熱処理後の材料を乾燥機まで直接搬送し、
　（ｄ）熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩを乾燥させることを含み、熱処理後のＷＰＣまた
はＷＰＩに対して、乾燥を容易にすべく液体が液滴に変換される場所以外では、乾燥前に
機械的剪断プロセスをほどこさない、方法を提供するものである。
【００２０】
　別の態様では、本発明は、熱処理後のホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）またはホエー
タンパク質分離物（ＷＰＩ）を調製するための方法であって、
　（ａ）ｐＨ４．７～８．５で、タンパク質濃度１５～５０％（ｗ／ｖ）のＷＰＣ水溶液
またはＷＰＩ水溶液を提供し、
　（ｂ）タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超えるまで溶液を熱処理
し、熱処理は、好ましくはレイノルズ数が少なくとも５００の乱流条件下におきつつ、溶
液を加熱することを含み、好ましくは、この態様では当該プロセスがステップ（ｃ）に続
き、
　（ｃ）熱処理の最後に、熱処理後の材料を、乾燥するために乾燥機まで、または他の成
分と混合するためにミキサーまで直接搬送することを含み、熱処理後のＷＰＣまたはＷＰ
Ｉが、ステップ（ｃ）の前に細粒化されない、方法を提供するものである。
【００２１】
　別の態様では、本発明は、乾燥改変ホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）またはホエータ
ンパク質分離物（ＷＰＩ）を調製するための方法であって、
　（ａ）ｐＨ４．７～８．５で、タンパク質濃度１５～５０％（ｗ／ｖ）のＷＰＣ水溶液
またはＷＰＩ水溶液を提供し、
　（ｂ）タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超えるまで溶液を熱処理
し、熱処理は、好ましくはレイノルズ数が少なくとも５００の乱流条件下におきつつ、溶
液を加熱することを含み、
　（ｃ）熱処理の最後に、熱処理後の材料を乾燥機まですみやかに搬送し、
　（ｄ）熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩを乾燥させることを含み、熱処理後のＷＰＣまた
はＷＰＩに対して、乾燥を容易にすべく液体が液滴に変換される場所以外では、乾燥前に
機械的剪断プロセスをほどこさない、方法を提供するものである。
【００２２】
　もうひとつの態様では、本発明は、液体ホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）またはホエ
ータンパク質分離物（ＷＰＩ）を含む混合物を調製するための方法であって、
　（ａ）ｐＨ４．７～８．５で、タンパク質濃度１５～５０％（ｗ／ｖ）のＷＰＣ水溶液
またはＷＰＩ水溶液を提供し、
　（ｂ）タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超えるまで溶液を熱処理
し、熱処理は、好ましくはレイノルズ数が少なくとも５００の乱流条件下におきつつ、溶
液を加熱することを含み、
　（ｃ）熱処理の最後に、熱処理後の材料を、乳、脱脂乳、脂肪、炭水化物、乳リテンテ
ートまたは脱脂乳リテンテートからなる群のうちの少なくとも１つを含む少なくとも１種
類の他の成分と混合するためにミキサーまで直接搬送することを含み、
　熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩに、他の成分との混合前に機械的剪断プロセスをほどこ
さない、方法を提供するものである。
【００２３】
　好ましくは、加熱前のＷＰＣ濃縮物のｐＨが、５．０～８．５、一層好ましくは５．５
～８．５、最も好ましくは６．０～８．０、最も好ましくは６．５～７．５に調節される
。
【００２４】
　好ましくは、加熱前のＷＰＣ濃縮物のタンパク質濃度が１６～４０％、一層好ましくは
１７～３０％である。
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【００２５】
　加熱前のＷＰＣ濃縮物を、そのカルシウム濃度の点で調節してもよい。カルシウム調節
は、任意の都合のよいプロセスすなわちイオン交換による枯渇を含むものであってもよい
し、塩化カルシウムなどのカルシウム塩を添加することで濃度を増すものであってもよい
。
【００２６】
　熱媒体は、好ましくは蒸気または湯である。
【００２７】
　本発明の各態様の好ましい実施形態では、ＷＰＣ溶液またはＷＰＩ溶液が、加熱された
流路、好ましくは内径５ｍｍを超え、１５０ｍｍ未満の管を通る際に、熱処理が起こる。
【００２８】
　好ましい実施形態では、長くて管状のサーマルリアクタを使用する。一般に、サーマル
リアクタは、１秒から１０００秒の間にあるその公称ホールドアップ時間に応じた長さで
ある。
【００２９】
　リアクタ終端部での溶液の温度は、４５℃～１５０℃、好ましくは５０℃～１３０℃、
一層好ましくは６０℃～１１０℃であればよい。
【００３０】
　サーマルリアクタには、ポンプを用いて、３Ｂａｒ～１０００Ｂａｒ、好ましくは５Ｂ
ａｒ～５００Ｂａｒ、一層好ましくは１０Ｂａｒ～３５０Ｂａｒの範囲の圧力を加えれば
よい。高圧ポンプを供給するには、補助ポンプが有用なこともある。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、流路から出る生成物を、食品を作るための成分として用いる
。
【００３２】
　他の実施形態では、流路が変性ホエータンパク質複合体を含有する溶液を乾燥製品に変
換するための乾燥機となる。
【００３３】
　別の態様では、本発明は、ＴＳの少なくとも２０％（ｗ／ｗ）をホエータンパク質とし
て含み、好ましくは少なくとも４０％、一層好ましくは５０％を超え、なお一層好ましく
は５０～９５％がタンパク質、最も好ましくはそれが５２～９０％である乾燥改変ＷＰＣ
またはＷＰＩを調製するための方法であって、
　（ａ）ｐＨ４．７～８．５、好ましくは５．５～８．５、一層好ましくは６．０～８．
０、最も好ましくは６．５～７．５で、１５～５０％（ｗ／ｖ）、好ましくは１６～４０
％、なお一層好ましくは１７～３０％、最も好ましくは１７～２５％がホエータンパク質
である水性ＷＰＣまたはＷＰＩを調製し、
　（ｂ）高圧ポンプを使用して、３～１０００バール、好ましくは５～５００バール、最
も好ましくは１０～３５０バールの圧力で、高圧ヒーターにタンパク質濃縮物を供給し、
生成物の流れは、好ましくはレイノルズ数が少なくとも５００の乱流が起こるようなもの
であり、
　（ｃ）得られた溶液を、タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超える
まで、好ましくは６０℃を超えるまで、一層好ましくは７０℃を超えるまで、最も好まし
くは８０℃を超えるまで熱処理し、
　（ｄ）熱処理の最後に、熱処理後の材料を乾燥機まですみやかに搬送し、
　（ｅ）熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩを乾燥させることを含み、
　熱処理構成（ｃ）からの処理後のＷＰＣ流に対して、乾燥前に細粒化手順をほどこさな
い、方法を提供するものである。
【００３４】
　好ましくは、熱処理ゾーンが乾燥機の流入口と直接連結される。
【００３５】
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　「ＷＰＣ」は、タンパク質含有量を少なくとも２０％（ｗ／ｗ）まで増やす目的でラク
トースを少なくとも部分的に除去したホエーの画分である。好ましくは、ＷＰＣは、ＴＳ
の少なくとも４０％、一層好ましくは少なくとも５５％（ｗ／ｗ）、なお一層好ましくは
少なくとも６５％、最も好ましくは少なくとも７５％をホエータンパク質として含む。好
ましくは、ホエータンパク質の割合が、ＷＰＣの誘導元になったホエーの割合に対して実
質的に変化しない。好ましくは、ＷＰＣは、蒸発させたホエータンパク質リテンテートで
ある。本明細書の目的で、「ＷＰＣ」という用語は、文脈上可能な場合にＷＰＩを含む。
【００３６】
　「ＷＰＩ」は、ＴＳの少なくとも９０％をホエータンパク質として含むＷＰＣである。
【００３７】
　本発明のもうひとつの態様では、本発明は、本発明の各方法の製品を提供するものであ
る。
【００３８】
　本明細書において、「リテンテート」という用語は、ホエーまたはホエー源、乳または
脱脂乳の限外濾過後に保持された画分を意味する。このような画分では、開始材料よりも
全固形分としてのタンパク質のパーセンテージが増えてラクトースのパーセンテージが減
っている。
【００３９】
　材料を直接搬送するという文脈での「直接」という表現は、他の加工を介在させずにヒ
ーターから次に指定されたステップに材料を搬送することを意味する。
【００４０】
　「すみやかに」という表現は、２分未満、好ましくは１分未満、一層好ましくは３０秒
未満、最も好ましくは１０秒未満以内を意味する。
【００４１】
　「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という表現は、本明細書で使用する場合、「少なく
とも一部からなる」ことを意味する。本明細書における「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）
」という表現のある各文を解釈するにあたって、それ以外の特徴またはその表現で始まる
特徴も存在し得る。「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」および「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）
」などの関連する表現も同様に解釈される。
【００４２】
　実験の文脈に応じて、さまざまな方法を用いて変性レベル（％）を推測または変性タン
パク質（％）を判断することが可能である。不溶性ホエータンパク質コロイド粒子の製造
では、最も単純な方法が、ｐＨ４．６で不溶性とされた（沈殿物として沈降）開始タンパ
ク質の割合を測定するものである。変性に関するさらに詳しい情報については、ＨＰＬＣ
方法によって得られる。ＨｕｓｓおよびＳｐｉｅｇｅｌの米国特許第６，７６７，５７５
号明細書（その内容全体を本明細書に援用する）を参照のこと。
【００４３】
　（ａ）のＷＰＣ開始材料は、約４．０～６．４のｐＨ、好ましくはｐＨ４．０～６．２
、一層好ましくはｐＨ４．０～６．２、最も好ましくはｐＨ４．６～６．０で、生ホエー
を限外濾過して調製できるものである。限外濾過を用いて、水、ラクトース、ミネラルを
除去し、リテンテート流を得る。限外濾過時にダイアフィルトレーションを適用し、透析
可能な構成成分の濃度をさらに落としてもよい。限外濾過は一般に、１０～５０℃で実施
される。イオン交換を用いて、タンパク質流のイオン含有量を操作してもよい。いくつか
の実施形態では、イオン交換によってカルシウムイオンの濃度を操作し、一価のカチオン
と入れ替えてもよい。他の実施形態では、塩化カルシウムなどの食品用に認可された可溶
性のカルシウム塩を添加して、カルシウム濃度を増やしてもよい。ＷＰＣのタンパク質濃
度を、好ましくは蒸発によってさらに高める。あるいは、開始材料が、乾燥ＷＰＣまたは
ＷＰＩから調製した還元ホエータンパク質であってもよい。
【００４４】
　ＷＰＣ調製用のホエーは、好ましくは酸ホエーまたはチーズホエーである。酸ホエーは
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ｐＨ約４．６であるのに対し、チーズホエーはｐＨ約５．６～６．４である。加熱時にお
ける濃縮物のｐＨは、最終的な改変ホエータンパク質濃縮物または粉末の所望の機能的特
性に応じて可変である。異なるｐＨ下でホエータンパク質を熱処理すると、加熱された系
におけるタンパク質－タンパク質相互作用が変化し、機能的特性の異なる最終製品を得ら
れるであろうことは、当業者であればわかるであろう。（Ｈｕｄｓｏｎらは、国際公開第
２００１／００５２４７号パンフレットで、その変性／ゲル化の特徴に関するホエータン
パク質流の特性を操作する技術のいくつかについて論じている。）
【００４５】
　本明細書の目的でのホエーまたはＷＰＣのタンパク質濃度については、Ｋｊｅｌｄａｈ
ｌ窒素分析法を用いて、Ｋｊｅｌｄａｈｌ係数６．３８で判断する。
【００４６】
　導管としては、主に簡便さがゆえに高圧管状ヒーターの使用が好ましい。加熱時間は、
使用する温度に応じて変動する。１００℃などの高めの温度では、数秒もあればよいこと
もある。７０℃では、それより長い時間の加熱が必要な場合がある。また、加熱の度合い
が、最終粉末の機能的特性を変える手段のひとつである旨に留意することが重要である。
異なる食品での用途では、さまざまなタンパク質変性レベルで多岐にわたる改変ＷＰＣが
必要になることがあり、本発明は、単にタンパク質濃度、ｐＨ、イオン環境、加熱時間お
よび／または加熱温度を変えるだけで、これらを製造する単純な手段を提供するものであ
る。
【００４７】
　「高圧ヒーター」とは、加熱用チャンバ（シェル）内に封入された管を介して生成物を
供給するシェルアンドチューブヒーターを示す。管を介して生成物を供給する際、好まし
くは蒸気または水である熱媒体が、加熱用チャンバに送られる。好ましくは、高圧ポンプ
を用いて加熱用の管にＷＰＣを供給する。
【００４８】
　必要な加熱の重要度に応じて、熱媒体（蒸気など）を加圧して高めの加熱温度を実現し
てもよい。同じ最終結果を得るのに使用可能な他の形態の加熱系があることは、当業者で
あれば理解できよう。他の加熱方法として、オーム加熱およびマイクロ波加熱などを含み
得る。直接蒸気噴射が、好ましい加熱方法のひとつである。
【００４９】
　現時点では、噴霧乾燥が好ましい。好ましくは、液滴の流れを生成する目的で、ノズル
またはノズルのクラスターあるいは回転式噴霧装置または超音波噴霧装置を取り付けた噴
霧乾燥機に、熱処理ゾーンを直接連結する。
【００５０】
　熱処理は通常、ホエータンパク質の一部を不溶性の凝集物に変性させるのに十分な長さ
のものである。好ましくは、熱処理は、少なくとも６０℃、一層好ましくは少なくとも７
０℃である。７０℃～１５０℃が好ましい範囲である。最も好ましくは、溶液を７５～９
０℃で加熱する。しかしながら、これより低い温度を用いてもよい（５０～７０℃、好ま
しくは６０～７０℃など）。加熱時間は、温度のみならず、タンパク質含有量ならびにイ
オンおよびラクトース含有量によっても変化する。一般に、加熱時間は、７０～８０℃の
範囲の温度で３０秒間から１５分間、８０～９０℃の範囲の温度で１０秒間から１０分間
、９０～１００℃の範囲の温度で１秒間から５分間である。蒸気噴射などを伴う、上述し
たものよりも高い温度では、たとえば１～１０秒間に時間を短くできることがある。好ま
しくは少なくとも３０％（ｗ／ｗ）、一層好ましくは少なくとも５０％、なお一層好まし
くは少なくとも７０％、最も好ましくは少なくとも８０％の変性可能なタンパク質が変性
される。本明細書の文脈での変性率は、ＨＰＬＣと未加熱の対照に対する未変性ホエータ
ンパク質のピーク面積の減少を計算した結果とで求めたパーセンテージを意味する。この
方法は、米国特許第６，７６７，５７５号明細書に記載されている。
【００５１】
　本発明の特徴のひとつに、全固形分が多い（＞２０％など）ホエータンパク質濃縮物を
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、乱流下で加熱することがある。乱流がゆえに、伝熱係数が極めて高く、高速加熱がなさ
れる。効果的に、本発明のプロセスは、微粒子状ホエータンパク質製品を製造する非常に
効率的な手段のひとつになる。
【００５２】
　乱流は、加熱用の管内で、５００を上回り、一層好ましくは１０００を上回り、なお一
層好ましくは１５００を上回り、最も好ましくは２０００を上回るレイノルズ数を得られ
るだけの十分な質量流量を有するものとして定義される。このようなレイノルズ数は、乱
流の特徴であり、流体力学の従来技術において周知である。レイノルズ数の判断は、流体
の質量速度とその粘度とに左右され、当該粘度は、乾燥前に一定温度で熱処理した流体が
、既知の流量で既知の一定円形断面の水平パイプを既知の長さに沿って流れる際の圧力降
下の測定値から、Ｈａｇｅｎ－Ｐｏｉｓｅｕｉｌｌｅの式を用いて求められる公称粘度と
して定義される。２，０００～５０，０００の範囲のレイノルズ数が本発明で使用するの
に好ましく、好ましくは５，０００～３０，０００である。
【００５３】
　「機械的剪断プロセスをほどこさない」という表現は、ホモジナイザ、コロイドミル、
高圧ポンプ、かき取り式表面熱交換器、高剪断ミキサーなどの機械的装置を用いて、その
中にある溶液を混合したり粒子を破壊したりするプロセスを材料にほどこさないことを意
味する。
【００５４】
　本発明の製品には、広範囲にわたる実用性がある。これらは、高いタンパク質含有量が
必要であるが、それを加える製品のテクスチャを望ましくない形で変化させることはない
用途に使用可能である。本発明のＷＰＣは、プロセスチーズ、ヨーグルト、ホエークリス
プで使用するのに適している（国際公開第２００６／０１９３２０号パンフレット）。本
発明のＷＰＣは、最終製品を望ましくない形で変化させることなく高レベルのホエータン
パク質を添加する必要があり得る用途において有用である。本ＷＰＣは、望ましくないテ
クスチャまたは香味を生じることなくスナックや都合のよい食材にホエータンパク質を取
り込むことを可能にするものである。たとえば、ＷＰＣを使用して、炭水化物源や脂肪も
含むスナックバー用の成分にタンパク質を加えてもよい。このようなスナックバーは、脂
肪を溶かす必要があれば溶かし、脂肪または油と炭水化物およびＷＰＣとを混合した後、
この混合物を固めて作られるものである。
【００５５】
　本発明のプロセスの利点として、乳タンパク質流用の標準的な方法の加工に単純な加熱
ステップが加わるだけであることがあげられる。ホエータンパク質を高ＴＳで熱処理する
機能が、経済的な理由から極めて望ましいことは、当業者であれば理解できよう。
【００５６】
　本発明のひとつの用途に、高タンパク質ヨーグルトの製造用がある。このプロセスは、
本発明の乾燥ＷＰＣまたはＷＰＩとカゼインを含む乳とを混合することで、少なくとも７
％（ｗ／ｖ）、好ましくは８～２０％（ｗ／ｖ）、一層好ましくは１０～１６％（ｗ／ｖ
）のタンパク質を有する高タンパク質ヨーグルト乳を調製し、この高タンパク質ヨーグル
ト乳をｐＨ３．８～５．５、好ましくは４．０～５．０、最も好ましくは４．２～４．７
まで酸性化することを含む。また、ヨーグルト乳のタンパク質含有量が１．５～１５％（
ｗ／ｖ）であるが、３０～９０％、好ましくは４０～８０％のタンパク質が本発明のホエ
ータンパク質である高タンパク質ヨーグルト飲料を調製するためのプロセスも含まれる。
【００５７】
　ヨーグルト乳は、（必要があれば水を用いて）混合されて還元乳または標準化乳組成物
を形成する、乾燥または液体乳、乳リテンテート、乳タンパク質濃縮物（ＭＰＣ）、クリ
ームまたは乳脂肪を含むものであってもよい。脱脂乳が好ましい成分である。地元の条例
の定めるところにより、乳流を殺菌してもよい。
【００５８】
　高タンパク質ヨーグルト乳は通常、酸性化の前に、好ましくは７０～１００℃、一層好
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ましくは８０～９０℃、最も好ましくは８５～９５℃で、好ましくは５～２０分間熱処理
される。
【００５９】
　酸性化は、最も好ましくは、ストレプトコッカス・サーモフィルス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃ
ｏｃｃｕｓ　ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ）とラクトバチルス・デルブルッキー・サブスピ
ーシーズ・ブルガリクス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｄｅｌｂｒｕｅｃｋｉｉ　ｓｕ
ｂｓｐ．　ｂｕｌｇａｒｉｃｕｓ）との混合培養を用いる発酵によって実施される。ラク
トバチルス・デルブルッキー・サブスピーシーズ・ブルガリクス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌ
ｌｕｓ　ｄｅｌｂｒｕｅｃｋｉｉ　ｓｕｂｓｐ．　ｂｕｌｇａｒｉｃｕｓ）の培養のよう
に、任意のラクトバチルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ）種とストレプトコッカス・サ
ーモフィルス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ）の培養も好ま
しい。酸性化が化学的な酸性化によるものである場合、グルコノ－δ－ラクトンを加える
と好ましい。
【００６０】
　「ヨーグルト（ｙｏｇｕｒｔ）」とは、酪農資源と、生存可能な微生物または化学的な
酸味料の一方または両方とから作られる、酸性または発酵させた食品または飲料製品を示
す。本発明の目的で、ヨーグルトとは、乳以外のものに由来する脂質、香味料、食品用と
して認可された安定化剤、酸、テクスチャライザを含み得るヨーグルトのような製品も示
す。熱処理後のヨーグルトおよびヨーグルトのような製品も、ヨーグルトという用語の中
に含まれる。「ヨーグルト」という用語は、ヨーグルト（固体または攪拌状）、ヨーグル
ト飲料、Ｐｅｔｉｔ　Ｓｕｉｓｓｅを含む。
【００６１】
　本発明の生成物は、最小限の粒子含有量で、分子量が２０ｋＤａを超えるホエータンパ
ク質加水分解産物を生成するための良好な基質である。よって、本発明は、本発明の方法
によって熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩを調製し、これをプロテアーゼと接触させること
を含む、ホエータンパク質加水分解産物を調製する方法を提供するものである。このよう
な加水分解産物には、特殊調製粉乳をはじめとする栄養組成物での用途がある。
【００６２】
　本発明の方法によって生成されるＷＰＣおよびＷＰＩは、栄養飲料ならびに、専門家用
の栄養製品（ミールリプレイスメント製品を含む）をはじめとする栄養製品を調製する目
的でも有用である。
【００６３】
　専門家用の栄養製品（特別食および経腸栄養食として知られることもある）は、患者や
高齢者用に調製して液体の状態で投与可能なものである。このような食品を作るにあたっ
て乗り越えるべき課題のひとつに、十分なエネルギ量すなわちｋｃａｌ／ｍＬまたはｋｃ
ａｌ／ｇを実現することがある。従来技術においては、このような食品のエネルギ量は、
０．５ｋｃａｌ／ｍＬ未満から少なくとも３ｋｃａｌ／ｍＬまで可変である。
【００６４】
　本発明の好ましい実施形態は、本発明の方法によって調製される熱処理後のＷＰＣまた
はＷＰＩあるいは、本発明の方法によって調製される加水分解産物を、混合物中の成分と
して加え、水および可溶性炭水化物も含み、好ましくは油または脂肪も含む栄養製品を形
成することを含む。好ましくは、この混合物は、ナトリウム塩およびカリウム塩ならびに
、脂質およびビタミンの源をさらに含む。好ましくは、この混合物を、７０℃を超える温
度、好ましくは１００℃を超える温度まで、一層好ましくは少なくとも業務用の滅菌条件
下で加熱する。好ましくは、この混合物はマグネシウム塩も含む。業務用の滅菌条件は、
非冷蔵条件（流通および保管時に生成物が保持される温度である１０℃を超える）で生成
物中にて成長できる微生物のない生成物とするための熱または高圧の印加を用いて達成さ
れる条件である。
【００６５】
　この発明性のある成分は、驚くべきことに、プロセスチーズおよびプロセスチーズ食品
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ならびにプロセスチーズのような食品を製造する際に好都合であることが見出された。
【００６６】
　本発明の方法でホエータンパク質成分を調製し、この成分を、チーズと水を含む他の成
分と混合し、調理して溶けたプロセスチーズを形成し、冷ますことを含む方法で、プロセ
スチーズを製造してもよい。
【００６７】
　本発明は、上記からなり、以下に単なる例を示した構成も想定しているものである。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】ホエータンパク質ヒーター－リアクタ系の概略レイアウトを示す。
【図２】２７％ホエータンパク質原材料に対する見かけ粘度と保持時間および処理温度の
組み合わせとの関係を明らかにするものである。
【図３】バーの硬さ（発明性のあるプロセスから乾燥成分の試料を用いて調製したモデル
栄養バー試料）と成分試料の粒度Ｄ［４，３］（μｍ）との関係を示す。
【図４】モデル栄養バーの硬さ（貫通力で測定）と、Ｄ［４，３］（μｍ）で表される乾
燥前のスラリー流の粒度分布との関係を示す。
【図５】貫通力で表されるバーのテクスチャｖｓ．加熱温度および保持管での時間（秒）
ならびに普段の感覚で認識されるジャリジャリ感（気泡の大きさに比例）を示す。
【図６】ヨーグルトを作るためのプロセスのスキームを示す。
【図７】高タンパク質の飲むヨーグルト製造プロセスの概略図を示す。
【図８】加熱前の改変ＷＰＣ、加熱後の改変ＷＰＣ、加熱前の対照ＷＰＣ、加熱後の対照
ＷＰＣ（左から右）について、１００ｓ-1時点でのｃＰ単位での粘度を示す。
【図９】加熱前（Ｉ）または加熱後（ＩＩ）の栄養食配合の写真を示す。Ａ＝標準的なＷ
ＰＣを含有する配合；Ｂ＝改変ＷＰＣを含有する配合；Ｈ＝加熱。
【図１０】管状リアクタの外で調製された粒度を示す。
【図１１】異なる保持時間での変性率ｖｓ．出口温度のグラフを示す。
【実施例】
【００６９】
　以下の実験は、本発明の実務をさらに示すものである。
【００７０】
　実施例１
　標準的な業務用の限外濾過／ダイアフィルトレーション技術を用いてフレッシュチーズ
ホエーを調製し、全固形分約２０％のリテンテート（そのうち８３％がタンパク質であっ
た）を生成した。次に、希ＮａＯＨを用いてこの濃縮流をｐＨ６．９に調整した後、流下
膜式蒸発器を用いて約固形分が３３％になるまでさらに濃縮して、出口温度４５℃で濃縮
物を生成した。
【００７１】
　この温かい濃縮物（２７％ｗ／ｗタンパク質）を、流量６．３ｍ3／ｈで、送達圧２５
０～３００バールの高圧ポンプを用いて、直列に接続した２つの高圧蒸気加熱シェルアン
ドチューブ熱交換器に供給した。濃縮物は、第１の高圧ヒーター（長さ６０ｍ）を約７０
℃で出て、第２の高圧ヒーターを８０℃で出る。このヒーター交換器は、組み合わせた場
合の長さが１２０ｍで、パイプ内径が１８．８５ｍｍである。第１のヒーターに供給され
る蒸気圧を０．６バール（ｇ）とし、第２のヒーター圧を０．９６バール（ｇ）とした。
高圧管材には、Ｓｃｈｅｄｕｌｅ　８０定格３１６合金ステンレス鋼パイプを用いた。
【００７２】
　第２のヒーターから出てきたら、熱処理後の濃縮物を、直径２４ｍｍのパイプに０秒間
（管セクションなし）、４５秒間（５４．８ｍ）または９０秒間（１０７．３ｍ）の実験
保持時間通した。時間の異なる保持セクションに続いて、噴霧乾燥機の頂部にあるノズル
バンクに熱処理後の濃縮物を運んだ。パイプのこのセクションは、長さ約５６ｍ、内径約
２４ｍｍであり、さらに約２３秒間の滞留時間を提供するものであった。このように、高
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圧ポンプは、ヒーター－リアクタ系の後ろかつ噴霧乾燥の前に機械的剪断誘導装置を必要
とすることなく、ヒーターおよび保持管（存在する場合）を介して、乾燥機までタンパク
質濃縮物流を送った。
【００７３】
　噴霧乾燥機では、熱処理後の濃縮物を８本のノズルからなるバンクに送り、２００バー
ルを超える圧力で、液滴スプレーとして噴霧した。流入口空気温度を２１０℃、チャンバ
流出口温度を約８３℃とした。この粉末をさらに乾燥させた後、振動している流動床で冷
却した上で、材料を選別および包装して、嵩密度約０．５７ｇ／ｍＬ、水分約３．５％の
粉末を生成した。
【００７４】
　図１は、ホエータンパク質ヒーター－リアクタ系の概略レイアウトを示す。系の圧力を
観察した点を示す（ＤＰｌ、ＤＰ２、ＤＰ３）。
【００７５】
　湿潤および乾燥流（製品）の粒度および粒度分布（ＰＳＤ）を、標準的な技術を用いて
求め、レーザ回折粒度分析装置、Ｍａｓｔｅｒｓｉｚｅｒ　２０００（Ｍａｌｖｅｒｎ　
Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｌｔｄ、Ｍａｌｖｅｒｎ、Ｕｎｉｔｅｄ　Ｋｉｎｇｄｏｍ）を
用いて導き出した。
【００７６】
　モデルレシピを用いて栄養バーの試料（１～２ｋｇのバッチ）を調製し、硬さを評価し
た。このレシピは、本発明の熱処理後のＷＰＣ（または未変性のＷＰＣ３９２、Ｆｏｎｔ
ｅｒｒａを用いた対照）３７．３％と、グルコースシロップであるＰｅｎｆｏｒｄ　Ａ２
１５０を３４．４％と、グリセリン（Ｂｒｏｎｓｏｎ　＆　Ｊａｃｏｂｓ　Ａｕｓｔｒａ
ｌｉａならびに、Ｂｒｏｎｓｏｎ　＆　Ｊａｃｏｂｓ　ＮＺから供給）１７．２％と、マ
ルトデキストリンであるＭＡＬＴＲＩＮ　Ｍｌ８０、ＤＥ　２３－２７、（ＧＰＣ　Ｇｒ
ａｉｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｃｏ．　ＵＳＡならびに、Ｓａｌｋａｔ　ＮＺから供給
）５２．９％と、水添パーム核油（Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ　Ｏｉｌｓ、Ｍ
ａｌａｙｓｉａならびに、Ｋａｕｒｉ　ＮＺ、Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎから供給）５．１％
と、レシチン（Ｃａｒｇｉｌｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌならびに、Ｂｒｏｎｓｏｎ
　＆　Ｊａｃｏｂｓ　ＮＺから供給）０．５％と、水２．６％（ｗ／ｗ）とで構成される
。脂肪をソースパンに入れて秤量し、温度＜４０℃の加熱板上で溶かした。グルコースシ
ロップ、グリセリン、水、レシチンをポットに入れて秤量し、加熱板上で５５℃まで加熱
した。
　・タンパク質粉末およびコーンシロップ固体を秤量し、一緒に乾燥混合した。
　・次に、この粉末に液体と溶かした脂肪とを加え、ＢＥＡＲミキサー（Ｖａｒｉｍｉｘ
ｅｒ、１７５８４　ＢＭＳ、Ｂａｋｅｒ　Ｐｅｒｋｉｎｓ　ＮＺ）を用いて１分間、５０
ｒｐｍで混合した。ミキサーを停止させ、ボウルの内側をこそげ取った。この混合物を、
十分に混ざるまでさらに３０秒間混合した。
　・次に、形成されたドウを棒枠（寸法６００ｍｍ×３３０ｍｍ×１６ｍｍ）内に置き、
プラスチックフィルムで覆い、丸めて成形し、枠に合わせた。続いて、これを周囲温度で
一晩放置して、固めた。
　・次に、固まったドウを保存試験用に約１００ｍｍ×３０ｍｍ×１６ｍｍのバーに切り
、合計で６６本のバーを用意した。これらのバーをホイルの袋に入れ、ヒートシールし、
ラベルを付け、評価する前に２０℃で１週間保存した。
【００７７】
　図２は、２７％ホエータンパク質原材料に対する見かけ粘度と保持時間および処理温度
の組み合わせとの関係を明らかにするものである。熱によるホエータンパク質の変性は、
一連のプロセスを介して連続的に進行し、最終的に数十マイクロメートルの大きさに達す
ると口の中でザラザラしたテクスチャを持つ不溶性の凝集物になることは、従来技術にお
いて周知である。図２は、極めて高いタンパク質濃度（％）で熱変性を実施した場合、驚
くべきことに、このプロセスを制御して、保持時間１分以下程度で６５°～８０℃の範囲
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の新規な生成物群を明らかにできることを示すものである。理論に拘泥されることなく、
温度（秒）の高い生成物群のほうが、熱処理条件がさらに進むにつれてサイズの大きな不
溶性の凝集物またはコロイド粒子の形成と関連しやすい。（図２における実験保持時間の
後に、流体を乾燥機に運ぶ目的でさらに約２３秒の保持時間がある点に注意されたい。）
【００７８】
　図３は、バーの硬さ（発明性のあるプロセスから乾燥成分の試料を用いて調製した、１
週間後のモデル栄養バー試料）と成分試料の体積加重平均粒度Ｄ［４，３］（μｍ）との
関係を示す。別の変数として、図にプロットした点は、円の大きさで与えたバー試料の感
覚テクスチャ（粒状性スコア）を示す。（粒状性スコアについては、尺度１～９の普段の
感覚で求めた。ここで、１はなめらか、３は粉末状、６は砂状、８は粒状である。）
【００７９】
　テクスチャ分析については、Ｓｔａｂｌｅ　Ｍｉｃｒｏ　Ｓｙｓｔｅｍｓ（Ｇｏｄａｌ
ｍｉｎｇ、Ｅｎｇｌａｎｄ）から入手したＴＡ．ＨＤｐｌｕｓ　Ｔｅｘｔｕｒｅ　Ａｎａ
ｌｙｓｅｒを用いて実施した。
【００８０】
　圧縮によって、テクスチャ測定を実施した。設定された距離（ｍｍ）に対する力を測定
した。５ｍｍのステンレス鋼製円筒プローブを、１ｍｍ／ｓの一定速度で、圧縮深さ１２
ｍｍまでバーに押し込んだ後、１０ｍｍ／ｓの速度で引き抜いた。
【００８１】
　可能な場合、それぞれのバー試料の表面上で３回の圧縮を実施した。各乳タンパク質粉
末について２本のバーを評価した。２０℃の保存場所から試料を取り出し、テクスチャ測
定を室温にて実施した。
【００８２】
　驚くべきことに、なおかつ均質化を用いて調製される生成物の技術を考慮すると、図３
は、熱処理後または熱処理時かつ乾燥前の均質化を用いることなく、栄養バーの用途で、
口の中でザラザラしない＞１００μｍなどの粗い熱凝集ホエータンパク質粒子を生成可能
な一組のプロセス条件があったことを示している。次に、この好都合な成分を調製するの
に必要なプロセス条件を、より一層詳しく検討した。
【００８３】
　図４は、モデル栄養バーの硬さ（貫通力で測定）と、Ｄ［４，３］（μｍ）で表される
乾燥前のスラリー流の粒度分布との関係を示す。図４にプロットされる第２の変数は、円
の大きさで示されるバー試料のジャリジャリ感のスコアである。概して、図４から、コロ
イド粒子が大きいほど柔らかいバーになることが分かるが、これは通常、なお一層の熱処
理の結果であると想定される。しかしながら、図４は、同じようなサイズの従来技術のホ
エータンパク質凝集物で想定されるような口の中でのジャリジャリ感につながらない粗い
粒子から（乾燥後に）成分を調製可能な新規な条件群が存在することを示している。
【００８４】
　貫通力で表されるバーのテクスチャｖｓ．加熱温度および保持用での管の時間（秒）な
らびに普段の感覚で認識されるジャリジャリ感（気泡の大きさに比例）。対照には、熱処
理していない（天然の）ホエータンパク質粉末であるＷＰＣ３９２（対照３９２）（Ｆｏ
ｎｔｅｒｒａ　Ｃｏ－ｏｐｅｒａｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐ　Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ａｕｃｋｌａ
ｎｄ）を用いて調製したバー試料を用いた。
【００８５】
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【表１】

【００８６】
　注：
　表１ｄは、さまざまなデータ群を組み合わせると（表１ａ、１ｂ、１ｃ）、驚くべきこ
とに、本ヒーター設計を用いて、＜４５ｓ秒の保持時間、最終ヒーター温度８０°～８５
℃という、栄養バー用途向けの独特な特性を有する変性ホエータンパク質成分の調製に最
適な条件の組があることが明らかになる旨を示している。
【００８７】
　実施例２
　固体ベースで約８０％のタンパク質を含有するホエータンパク質フィード流を使用し、
固体濃度３２％、加工流量６．４ｍ3／ｈ、高圧プレヒーター流出口温度５８℃、最終高
圧ヒーター流出口温度８０℃、ヒーター出口から乾燥機までの滞留時間２３秒間すなわち
、０秒保持管プラント構成で、先に開示した方法を用いて発明性のあるタンパク質成分を
調製した。
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　発明性のある熱変性ホエータンパク質成分または市販の天然チーズホエーＷＰＣ３９２
（Ｆｏｎｔｅｒｒａ　Ｃｏ－ｏｐｅｒａｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐ　Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ａｕｃ
ｋｌａｎｄ、Ｎｅｗ　Ｚｅａｌａｎｄ）のいずれかを、タンパク質強化の別のソースとし
て用いて、高タンパク質ヨーグルトのテクスチャおよび感覚特性を証明するための試験を
実施した。これらのヨーグルトを、標準的なタンパク質４．５％のヨーグルト（脱脂乳由
来のタンパク質３．５％、ＳＭＰ追加分由来のタンパク質１．０％）と比較する。
【００８９】
　本発明の成分とＷＰＣ３９２とを高い添加レベル（タンパク質１０～１５％のヨーグル
ト）で用いて最初のヨーグルト試験を実施し、基線のテクスチャ特性を求めた。標準的な
熱処理（９５℃／８ｍｍ）でヨーグルト乳を加熱すると、ＷＰＣ３９２を含有する乳は凝
固して弱いゲルを形成し、さらに加工はできなかった。驚くべきことに、本発明のタンパ
ク質成分はゲル化せず、高タンパク質ヨーグルトの製造に使用可能であった。
【００９０】
　ＷＰＣ３９２を用いる他の試験では、これを熱処理ステップの後に加えて、添加したホ
エータンパク質がゲル化する可能性を低くした。
【００９１】
　実験プラン／変数
　表２に、高タンパク質ヨーグルトの配合および追加成分を詳述する。これらを、標準的
なタンパク質４．５％のヨーグルト（０％脂肪）感覚制御ヨーグルトと比較する。
【００９２】

【表２】

【００９３】
　配合
　使用した配合を表３ａに、レシピを表３ｂにあげておく。
【００９４】
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【表３】

【００９５】
　製造プロセス
　成分（培養以外）を温水に分散させ、適切な水和が可能なだけの時間、放置した。これ
らの溶液を約５５℃まで加熱した後、均質化した１５０／５０Ｂａｒ。次に、試料を水浴
中で９０℃にて１０分間バッチ加熱処理した。試料をインキュベーション温度まで冷却し
、培養を加えて分散させた。
【００９６】
　高タンパク質のヨーグルトでは発酵時間がかなり長めであった。インキュベーションは
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、３８℃で１５～１６時間であった。攪拌ヨーグルトの試料を、圧力降下１．７Ｂａｒ、
温度１ＴＣで、背圧弁（ＢＰＶ）またはオリフィスを介したポンピングで剪断（平滑化）
した。
【００９７】
　ヨーグルトプロセス図の図６を参照のこと。
【００９８】
　結果
　すべての試験データの概要を表４にあげておく。
【００９９】
【表４】

【０１００】
　粘度
　タンパク質１５％のヨーグルト（発明性のあるタンパク質成分のタンパク質１１．５％
でＳＭＰ３．５％と、発明性のあるタンパク質成分１０．５％でＳＭＰ４．５％）の粘度
は、ともに５９０ｍＰａ．ｓ前後であった。驚くべきことに、粘度はタンパク質４．５％
のヨーグルトに近かった（表４）。タンパク質１２％のヨーグルト（タンパク質３．５％
のＳＭＰベース）の粘度も発明性のない対照より低かった。
【０１０１】
　離漿
　攪拌ヨーグルトの離漿値を表４に示す。
【０１０２】
　タンパク質１２％のヨーグルト（タンパク質３．５％のＳＭＰベース）と、ＷＰＣ３９
２を含有する２種類のヨーグルトの離漿値は、極めて高かった（＞９０％）。発明性のあ
るタンパク質１５％のヨーグルトとタンパク質１２％のヨーグルト（タンパク質４．５％
のＳＭＰベース）は、標準的なタンパク質４．５％のヨーグルトよりも低いか、同様であ
った。
【０１０３】
　普段の感覚
　５人の構成員からなる培養食品チームで試料を非公式に評価した。発明性のある高タン
パク質ヨーグルトの香味は、ＷＰＣ３９２を含有する試料よりも「タンパク質の」香りが
少なく感じられた。
【０１０４】
　実施例３　低粘度で高タンパク質の飲むヨーグルト
　固体ベースで約８０％のタンパク質を含有するホエータンパク質フィード流を使用し、
固体濃度３２％、加工流量６．４ｍ3／ｈ、高圧プレヒーター流出口温度５８℃、最終高
圧ヒーター流出口温度８０℃、ヒーター出口から乾燥機までの滞留時間２３秒間すなわち
、０秒保持管プラント構成で、発明性のあるタンパク質成分を調製した。
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【０１０５】
　試験を実施し、最終製品を飲料として消費できるほど粘度が低い高タンパク質の飲むヨ
ーグルトを製造した。
【０１０６】
　実験プラン／変数
　配合
　レシピを表１にあげておく。
【０１０７】
【表５】

【０１０８】
　製造プロセス
　成分（培養以外）を温水に分散させ、適切な水和が可能なだけの時間、放置した。乳を
約５５℃まで加熱し、２段均質化した１５０／５０Ｂａｒ。均質化後の乳を、プレート熱
交換器（ＰＨＥ）内で循環させて８分間で９５℃まで加熱した後、さらにＰＨＥでインキ
ュベーション温度まで冷却し、最後に小さなバットに排出した。培養を加え、分散させ、
ｐＨ約４．６に達するまで乳を４２℃でインキュベートした。
【０１０９】
　インキュベーション時間は５．５時間前後であった。高タンパク質含有量にもかかわら
ず、発酵時間は、驚くべきことにこれよりかなり低タンパク質（４．６％など）のヨーグ
ルトで典型的なものであった。高タンパク質の飲むヨーグルトをポンプでＰＨＥに流して
約２０℃まで冷却した後、これを圧力降下３Ｂａｒで背圧弁（ＢＰＶ）またはオリフィス
に通して剪断（平滑化）した。
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【０１１０】
　高タンパク質の飲むヨーグルト製造プロセスの図２の図を参照のこと。
【０１１１】
　結果
　試験結果の概要を表６にあげておく。
【０１１２】
【表６】

【０１１３】
　粘度
　高タンパク質の飲むヨーグルトの粘度は、脱脂乳４．５％（低脂肪）のヨーグルト対照
の半分未満で、驚くべきことに製品をヨーグルト飲料として適したものにしていた。
【０１１４】
　実施例４　酵素処理加水分解産物の調製
　一般的なレシピを用いて、５つのタンパク質試料をスクリーニングした。未変性の８０
％ホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）［対照１］、３種類の発明性のある変性ホエータン
パク質化合物Ｔ１３、Ｔ１４、Ｔ２１、完全に変性させたラクトアルブミン粉末［対照２
］－詳細については下記を参照のこと。
【０１１５】
　使用した他のタンパク質成分は、以下のとおりであった。
　Ｆｏｎｔｅｒｒａ　Ｃｏ－ｏｐｅｒａｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ａｕｃ
ｋｌａｎｄ）から入手可能なラクトアルブミン８２５４（対照２）。ラクトアルブミン８
２５４は、１００％変性されている。
【０１１６】
　Ｆｏｎｔｅｒｒａ　Ｃｏ－ｏｐｅｒａｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ａｕｃ
ｋｌａｎｄ）から入手可能なカゼイン酸ナトリウム１８０。
【０１１７】
　Ｆｏｎｔｅｒｒａ　Ｃｏ－ｏｐｅｒａｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ａｕｃ
ｋｌａｎｄ）から入手可能なチーズＷＰＣ８０（ＷＰＣ３９２）。ＷＰＣ３９２は、本質
的に天然のホエータンパク質であるすなわち、０％変性されている。
【０１１８】
　さまざまな発明性のある変性ＷＰＣ粉末（変性＞９５％）を、同じレシピ（Ａｌｃａｌ
ａｓｅ１％およびＴｈｅｒｍｏａｓｅ１％）でＡｌｃａｌａｓｅおよびＴｈｅｒｍｏａｓ
ｅ（一緒に）と反応させ、比較に用いた周知の従来技術における対照ホエータンパク質成
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【０１１９】
　加水分解レシピの詳細を表７にあげておく。
【０１２０】
【表７】

【０１２１】
　ＲＯ水９４０ｇを水浴中にて６５℃まで加熱した。
　タンパク質成分６０ｇを５分間かけて連続的に攪拌しながら水に加えた。
　ＮａＯＨおよびＫＯＨ（必要があれば）を用いてｐＨをｐＨ７．５に調整した。
　Ｔ＝０分の時点で、ＡｌｃａｌａｓｅおよびＴｈｅｒｍｏａｓｅ酵素の両方を溶液（ｐ
Ｈ７．５、６５℃でサーモスタット）に加えた。
　消化過程の間、表３に示すようなアルカリを添加して反応混合物のｐＨを７．５に維持
した。
　加水分解は全反応時間で５時間であった。
　反応後の溶液を８５℃で２０分間加熱し、酵素を不活性化した。
　サイズ排除クロマトグラフィを用いて、Ｓｙｄｎｅｙ、Ｊａｎ　２００９のＡＮＺＳＭ
Ｓ２２（Ａｕｓｔｒａｌｉａ　ａｎｄ　Ｎｅｗ　Ｚｅａｌａｎｄ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏ
ｒ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ　第２２回年次会議）に開示された方法で、分
子量特性（ＭＷＰ）を分析した。
【０１２２】
　以下は、本発明の乾燥変性ＷＰＣ成分（および対照ＷＰＣ３９２）を用いて調製した試
験加水分解産物バッチである。本発明の成分は、好都合なことに所望のＭＷＰを与え、こ
れは＞２０ｋＤａの領域に材料＜１％である。Ｔ１３、Ｔ１４、Ｔ２１粉末の加水分解に
、同じレシピ（酵素の組み合わせ）を使用した。
【０１２３】
　本発明の成分を、下記に示す熱処理手順で調製した。
Ｔ１３＝８５℃　０秒　補助的な管での保持時間なし
Ｔ１４＝９０℃　０秒　補助的な管での保持時間
Ｔ２１＝８５℃　４５秒　補助的な管での保持時間
【０１２４】
　レシピの詳細を表８にあげておく。
【０１２５】
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【表８】

【０１２６】
　タンパク質分解酵素を含めて多岐にわたる酵素を、ヒト栄養製品の調製に使用する。国
が変われば法規も異なる。欧州連合は、具体的に承認された酵素の一覧に対して法規を展
開しているように見える。ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｍｆｅｐ．ｏｒｇ／ｄｏｃｕｍｅｎ
ｔｓ／Ａｍｆｅｐ％２００９％２００１％２０－％２０Ａｍｆｅｐ％２０Ｓｔａｔｅｍｅ
ｎｔ％２０ｏｎ％２０Ｆｏｏｄ％２０Ｅｎｚｙｍｅｓ％２０Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ％２０
－％２０ＦｌＡＰ％２０－ＪＡＮ０９．ｐｄｆ
【０１２７】
　タンパク質分解の基質として用いた場合の本発明による成分の有益かつ多用途の成果を
示す目的で、酵素の選択肢をタンパク質分解有効性のスクリーニングのために選択した。
【０１２８】
　使用した酵素は、以下のところから提供を受けたものである。
　Ａｌｃａｌａｓｅ２．４Ｌ－Ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ　Ｐｔｙ．　Ｌ
ｔｄ（ｗｗｗ．ｎｏｖｏｚｙｍｅｓ．ｃｏｍ）、
　Ｅｎｚｉｄａｓｅ　ＴＳＰ濃縮物（ＴＳＰ）－Ｚｙｍｕｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｌｔｄ（ｗｗｗ．ｚｙｍｕｓ．ｎｅｔ）、
　パンクレアチン－Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ　Ｉｎｃ（ｗｗｗ．ａ
ｍｅｒｉｃａｎｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ．ｃｏｍ）、
Ｔｈｅｒｍｏａｓｅ　ＰＣ１０Ｆ－大和化成株式会社（滋賀、日本）。
【０１２９】
　表７で用いた一対の酵素に代えて、酵素ＴＳＰおよびパンクレアチンを個々に使用し、
表９にあげた詳細に基づいてさらに一連の加水分解産物を生成した。
【０１３０】
【表９】

【０１３１】
　表１０は、表７に詳細に示したＡｌｃａｌａｓｅおよびＴｈｅｒｍｏａｓｅの組み合わ
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【０１３２】
【表１０】

【０１３３】
　抗原性要求の低減がなされた特殊調製粉乳用に設計した加水分解産物において、１％未
満のペプチドが分子量＞２０ｋＤａであることが通常は望ましい。本発明の成分は、驚く
べきことに、余分な処理のステップを必要とすることなく、この制約を満たすことが可能
であったため、以後の限外濾過で費用と収率損失が回避された。表１１および表１２に、
周知の従来技術におけるプロセスを用いる加水分解産物を調製することで一般に生じる収
率と加工上の問題をまとめ、これらと本発明から得られる利点とを比較する。
【０１３４】
【表１１】

【０１３５】
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【表１２】

【０１３６】
　異なるレシピ（酵素）を用いた上記の発明性のある粉末のうちのひとつ（Ｔ１３）の加
水分解。
　発明性のあるＴ１３成分（９６％変性）および２種類の異なるレシピ（酵素パンクレア
チンおよびＴＳＰ）を用いる別の一連の加水分解反応を実施し、結果を表１３および表１
４にあげておく。
【０１３７】
【表１３】

【０１３８】
　パンクレアチンで処理した場合の本発明の成分では、過剰な＞２０ｋＤａ材料を除去す
るための限外濾過の必要性を回避する一層好ましいＭＷＰが得られた。
【０１３９】

【表１４】

【０１４０】
　ＴＳＰで処理した場合の本発明の成分では、過剰な＞２０ｋＤａ材料を除去するための
限外濾過の必要性を回避する一層好ましいＭＷＰが得られた。
【０１４１】
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　異なるレシピ（酵素）を用いて、発明性のあるタンパク質成分であるが、液体不活性流
（約９０％変性）としての本発明の熱変性手順の後かつ乾燥前に直接的にタンパク質成分
が得られる程度に改変したもので、２つの別の加水分解反応を実施し、表１５に示す。表
１５には、本発明の液体流成分を加水分解した結果もまとめておく。
【０１４２】
【表１５】

【０１４３】
　本発明の未乾燥の成分バージョン（液体流）では、ここでも乾燥コストならびに、不要
な内容物＞２０ｋＤａを除去するための以後の処理を回避する好ましいＭＷＰが得られた
。
【０１４４】
　実施例５　液体栄養／飲料／経腸／特別食の例
　以下の２つの例は、発明性のあるホエータンパク質成分を用いて、多岐にわたる栄養食
および特別食で有用な特別な特性を有するモデル飲料を調製することを示すものである。
ひとつのシリーズで、この飲料はカロリー値が１ｋｃａｌ／ｇであった。第２のシリーズ
で、飲料のカロリー値は１．５ｋｃａｌ／ｇであった。
【０１４５】
　それぞれのカロリー値について、３つの配合を検討した。
　ａ）本発明のタンパク質熱変性ホエータンパク質粉末が９５％、
　５％がカゼイン酸ナトリウムから
　ｂ）上記（ａ）と同じ、
　ｃ）本発明の熱変性ホエータンパク質粉末１００％でカゼイン酸ナトリウムを含まない
対照。
【０１４６】
　５５℃で脱塩した水２８ｋｇをＣｏｗｌｅｓ　Ｄｉｓｓｏｌｖｅｒに秤量
　タンパク質を加え、６０分間混合
　マルトデキストリンおよびスクロースを加え、５分間混合
　ミネラルを５０℃で少量の水に事前に溶解させ、５分間混合
　ミネラル溶液を成分に加えてＣｏｗｌｅｓ　Ｄｉｓｓｏｌｖｅｒに入れ、５分間混合
　溶液をさらに加温
　油およびレシチンを加温して分散を助け、別の容器で混合
　油－レシチン混合物をＣｏｗｌｅｓ　Ｄｉｓｓｏｌｖｅｒ溶液に加え、十分に分散
　分散後の依然として温かい溶液を２段階均質化
　均質後の溶液を２５℃まで冷却し、ＫＯＨでｐＨを標的ｐＨ６．８に調整
　溶液に水を加えて必要に応じて追加し、最終重量を４０ｋｇとする
　溶液をＵＨＴプラントに移し、直接蒸気噴射加熱を用いて１４０℃で４秒間ＵＨＴ処理
し、２５０ｍＬ容のガラス瓶に無菌封入して蓋をした。
　ＵＨＴ熱処理の前後にさまざまなテストを実施した。
【０１４７】
　１ｋｃａｌ／ｇのモデル栄養食タイプの配合
　配合（ａ）は、発明性のある成分と同じバッチを使用すべく調製した点で配合（ｂ）と
は異なっていた／配合（ｃ）では第２のバッチからの成分を使用した。配合を表１６に詳
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【０１４８】
【表１６】

【０１４９】
　１．５ｋｃａｌ／ｇのモデル栄養食タイプの配合
　１．５ｋｃａｌ／ｇの評価に使用した配合を表１７に示す。
【０１５０】
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【０１５１】
　表１６および表１７の配合に基づいて調製した試料を評価した結果を表１８に示す。
【０１５２】
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【表１８】

【０１５３】
　実施例６　タンパク質成分として有用な、乱流条件での加熱液体ホエータンパク質流を
生成するための直接蒸気噴射の使用
　２５ｋｇのチーズＷＰＣ３９２粉末を７０リットルの塩素化水で還元して、タンパク質
濃縮物溶液を得た。このＷＰＣ粉末は、タンパク質が８１％、脂肪が５．７％、灰分が３
．４％、ラクトースが４％、水分が４％であった。還元後、ホエータンパク質溶液を５０
℃で２時間連続的に混合し、タンパク質の完全な水和を可能にした。
【０１５４】
　ホエータンパク質溶液（ｐＨ６．８）をパイロットプラント製品ラインに１５２．５ｋ
ｇ／ｈ（約１３７．４Ｌ／ｈ、製品密度１．１１ｋｇ／Ｌ）でポンプ供給し、そこで蒸気
噴射弁を介しての約１７０℃および約７バールのゲージでの蒸気の直接注入によって加熱
した。製品ラインは、長さ５ｍ、内径１０ｍｍのステンレス鋼管であった。蒸気圧を５～
７バールのゲージに調節し、製品温度が約９０℃に保たれるようにした。ＤＳＩユニット
を介した製品の流れは、計算で求めたレイノルズ数が５９９であった。加熱後の液体をＤ
ＳＩポイント後約５ｍの製品弁で回収した。製品が蒸気噴射点から回収点まで移動するの
に約３秒を要した。加熱流はＤＳＩの出口で８９．１℃であった。
【０１５５】
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　加熱流を容器に回収したところ、室温への冷却時に半固体のペーストになった。この加
熱流を、以下の表１９に示すモデル栄養食配合を作る際のタンパク質および水源として用
いた。対照としての栄養食配合のもうひとつの試料の調製時には、元のＷＰＣ粉末の試料
を用いた。
【０１５６】
【表１９】

【０１５７】
　栄養配合の調製には、オーバーヘッドスターラーを用いてタンパク質成分を５５℃の水
で３０分間還元する必要があった。スクロース、マルトリン、ミネラルを混合しながら加
えた後、混合をさらに１０分間継続した。この混合物を７０℃まで加熱した後、油（約７
０℃で混合してレシチンを溶解済み）を加え、続いて混合をさらに１０分間継続した。次
に、この混合物をベンチトップホモジナイザ（ＮＩＲＯ－ＳＯＡＶＩ、Ｐａｎｄａ　Ｎｏ
　２６３８、Ｎｉｒｏ　Ｇｒｏｕｐ、Ｐａｒｍａ－Ｉｔａｌｙ）で２段階均質化（２００
／５０バール）した。次に、均質化後の配合を１０ｍｌのレトルト用ガラス瓶に入れ、続
いて油浴中にて１２１℃で１０分間加熱した。加熱後の試料を冷水中で約２０℃まで即時
冷却した。加熱前後の均質化後の配合の粘度を、コーンアンドプレート形状のＰａａｒ　
Ｐｈｙｓｉｃａレオメータ（モデルＵＤＳ２００、Ａｎｔｏｎ　Ｐａａｒ　ＧｍｂＨ、Ｇ
ｒａｚ、Ａｕｓｔｒｉａ）にて、剪断掃引０．１～５００ｓ－１、２０℃で測定した。
【０１５８】
　図８は、加熱（１２１℃、１０分間）前後に改変ＷＰＣがモデル栄養食配合の粘度に対
しておよぼす作用を示す。加熱前の両配合の粘度は同様であった。加熱後、改変ＷＰＣを
含有する配合の粘度が約８４ｃＰまで増加した。発明性のある生成物は、なめらかで自由
に流れる飲用可能な生成物であった。しかしながら、加熱後、標準的なＷＰＣを含有する
対照配合ではゲルが形成され、粘度の測定が不能になった。
【０１５９】
　図９は、加熱前後の配合の写真を示す。改変ＷＰＣを含有する配合がなめらかで自由に
流れる液体のままであるのに対し、標準的なＷＰＣを含有する配合ではゲルが形成された
ことが明らかである。
【０１６０】
　さまざまな栄養および／またはライフスタイルの要件を満たすための広範囲にわたる消
費者のミールリプレイスメントとして、栄養配合を使用した。これらの食品は、小さな飲
料のパックで完全に栄養要件を満たすことを目的としたものである。それ自体、上記の表
１９に示したモデル配合のように、高脂肪、炭水化物、タンパク質を含有することが多い
。その加工には常に厄介な熱処理（１２１℃で１０分間など）を伴う。これは、微生物的
に安全なものにしなければならないからである。このような熱処理では、ゲル化したり固
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体の塊を形成したりすることなく、その厄介な熱処理条件に耐えられるこくのある成分が
重要である。この例では、本発明の発明性のある熱改変ＷＰＣを用いると、最終製品の熱
処理後になめらかな液体（低粘度）のまま残る栄養配合にホエータンパク質を高いレベル
（＞９％）で添加できるようになることを示した。
【０１６１】
　実施例７
　本研究については、Ｒａｐｉｄ　Ｖｉｓｃｏ　Ａｎａｌｙｓｅｒ（ＲＶＡ　４）を用い
て実施した。チーズホエー由来のＷＰＣ３９２（タンパク質８０％）または発明性のある
熱変性ホエータンパク質成分のいずれかを約４％を含有する、モデルの個別にラップした
スライス（ＩＷＳ）プロセスチーズ配合を比較用に用いた。得られる製品の硬さと融解性
を、その組成およびマイクロ構造とともに測定した。
【０１６２】
　目的
　・以下の手順によって、標準的なホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）３９２および発明
性のある熱変性ホエータンパク質成分の性能を比較すること。
　１．２種類のホエータンパク質濃縮物を用いてＲＶＡにてＩＷＳプロセスチーズを生成
。
　２．得られたプロセスチーズ試料の特性を比較。
【０１６３】
　方法および材料
　Ｒａｐｉｄ　Ｖｉｓｃｏ　Ａｎａｌｙｓｅｒ（ＲＶＡ）にて、２種類のプロセスチーズ
スライス配合を製造した。ＷＰＣ３９２または発明性のある熱変性ホエータンパク質成分
を約４％含有する、単純なモデルＩＷＳプロセスチーズ配合を使用した。実施１では、標
準的なＷＰＣ３９２を含有し、実施２では発明性のある熱変性ホエータンパク質成分を含
有した。実際の配合を表２０にあげておく。
【０１６４】
【表２０】

【０１６５】
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　この作業で使用した方法については、公開されているＰＣＴ特許出願国際公開第２００
７／１０８７０８Ａ１号パンフレット（Ｗｉｌｅｓ、Ｌｅｅ、ＡｎｅｍａおよびＨａｖｅ
ａ）から直接得た。
【０１６６】
　ブレンド
　レンネットカゼイン、ＷＰＣ、クエン酸三ナトリウム、塩、水を一緒に混合し、アルミ
ニウム製のＲＶＡキャニスタで４０分間水和させた。粉チーズ、有塩バター、ラクトース
、クエン酸、ソルビン酸カリウムを加え、混合した。
【０１６７】
　調理
　このチーズブレンドをＲＶＡで１０分間調理した。最初の４分間で温度を２５℃から８
７℃に上げ、残りの６分間は８７℃で保持した。最初の４分間で攪拌速度を０から８００
ｒｐｍまで上げ、残りの６分間は８００ｒｐｍで保持した。調理終了時、高温のプロセス
チーズ試料をポリプロピレンシートに注ぎ、別のポリプロピレンシートで覆い、巻いてス
ライスにした。このスライスをジップロックのビニール袋に密閉し、アルミニウムトレー
上で冷蔵庫にてすみやかに冷却した。それぞれの実施時に６枚のスライスを作った。各ス
ライスを形成する前にＲＶＡで即時に粘度を記録した。
【０１６８】
　組成
　従来のオーブン法（１０５℃で１６時間）で水分を分析した。Ｒａｄｉｏｍｅｔｅｒ　
ＰＨＭ８２標準ｐＨ計とＮ４８　ＥＥプローブとを用いて、ｐＨを測定した。
【０１６９】
　テクスチャ測定
　スライスを５℃で３日間保持した上でテストした。テクスチャのテストでは、４枚のス
ライスを積み重ね、半分に切り、２つの半割を重ねた。つまり、テストスタックはスライ
ス８枚分の厚さであった。
【０１７０】
　貫入試験（１／４インチの円筒［６．４ｍｍ］）を用いて、ＴＡ－ＨＤ　Ｔｅｘｔｕｒ
ｅＡｎａｌｙｓｅｒ（ａｋａ　Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｔｅｓｔ）にて１３℃で硬さを測定し
た。スライスのスタックに、１ｍｍｓ－１の速度で円筒を１０ｍｍ挿入し、ピーク力を記
録した。４回分の測定値を得た。
【０１７１】
　Ｖａｎｅ　Ｔｅｓｔ（Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　５ＸＨＢＴＤＶ－ＩＩ粘度計）を使用し
て、１３℃で応力と歪みを測定した。６ｍｍの４刃ベーンを深さ１０ｍｍまで挿入し、降
伏点に達するまで０．５ｒｐｍで回転させた。４回分の測定値を記録した。
【０１７２】
　Ｓｃｈｒｅｉｂｅｒ　Ｍｅｌｔ　Ｔｅｓｔ（２３２℃で５分間、ＺｅｈｒｅｎおよびＮ
ｕｓｂａｕｍ　１９９２）プロセスチーズを用いて、融解性を測定した。Ｃｈｅｅｓｅ　
Ｒｅｐｏｒｔｅｒ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ。
【０１７３】
　結果
　組成
　水分およびｐＨデータを表２１に示す。試料の水分およびｐＨは、非常に一貫していた
。これは、テクスチャおよび融解特性の違いは、組成のばらつきではなく、成分の性能差
によるものである可能性が高いことを意味する。
【０１７４】
　ＲＶＡでのチーズの製造時には水分の蒸発が起こる。これはバッチ間で一定であると仮
定されるため、加工時の蒸発に対する水分調節はしなかった。表２１の一貫した水分デー
タが、このアプローチを裏付けている。
【０１７５】
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【表２１】

【０１７６】
　結果を±１標準偏差で示す。
【０１７７】
　最終粘度
　平均最終粘度を表２１にあげておく。
【０１７８】
　最終粘度は明らかに異なり、ＷＰＣ３９２を含有するプロセスチーズのほうが、発明性
のある熱変性ホエータンパク質成分を含有するプロセスチーズより高かった。
【０１７９】
　円筒試験で測定した場合の硬さ
　硬さの結果を表２１に記録する。標準的なＷＰＣ３９２から作ったＩＷＳの硬さは、発
明性のある熱変性ホエータンパク質成分から作ったＩＷＳよりも低いように見える。試料
の水分およびｐＨはほぼ同一である（かつ、推論ではタンパク質および脂肪含有量も）た
め、硬さの差はＷＰＣ成分によるものである。
【０１８０】
　ベーンテストで測定した場合の応力および歪みの結果
　ベーン応力の結果を表２１にあげておく。応力データのパターンが硬さのデータと整合
し、ＷＰＣ３９２から作ったプロセスチーズの応力のほうが発明性のある成分よりも低か
った。
【０１８１】
　ベーンの歪みの結果を表２１にあげておく。標準的なＷＰＣ３９２から作ったＩＷＳで
得られた歪みデータは、発明性のある成分から作ったものよりも低い。
【０１８２】
　融解性
　融解性の結果を表２１にあげておく。標準的なＷＰＣ３９２から作ったＩＷＳは、発明
性のある成分から作ったものよりも有意にわずかしか融解しない。
【０１８３】
　概要
　・発明性のある成分を用いて作ったＩＷＳは、ＷＰＣ３９２を用いて作ったチーズより
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も多く融解する
　・発明性のある成分を用いて作ったＩＷＳは、ＷＰＣ３９２を用いて作ったチーズより
も硬い
　・発明性のある成分を用いて作ったＩＷＳは、ＷＰＣ３９２を用いて作ったチーズより
も工程内粘度が低い
　・スライスの組成がマイクロ構造のように比較的均一であった（水分およびｐＨ）。こ
こから、テクスチャの差はいずれも組成のばらつきによって激しくなることが示唆される
。
【０１８４】
　実施例８
　乾燥前に高圧管状リアクタから出る液体流のキャラクタリゼーション
　図１０は、本発明の管状リアクタの外で極細粒子分散物を調製可能であることを示す。
【０１８５】
　図１１は、温度と保持時間との組み合わせを調節することで、管状リアクタから出る液
体流の変性の程度を細かく制御可能であることを示す。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成23年5月16日(2011.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乾燥改変ホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）またはホエータンパク質分離物（ＷＰＩ）
を調製するための方法であって、
　（ａ）ｐＨ４．７～８．５で、タンパク質濃度１５～５０％（ｗ／ｖ）のＷＰＣ水溶液
またはＷＰＩ水溶液を提供し、
　（ｂ）タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超えるまで前記溶液を熱
処理し、前記熱処理は、乱流条件下におきつつ前記溶液を加熱することを含み、
　（ｃ）前記熱処理の最後に、前記熱処理後の材料を乾燥機まで直接搬送し、
　（ｄ）前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩを乾燥させることを含み、
　前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩに対して、乾燥を容易にすべく液体が液滴に変換さ
れる場所以外では、乾燥前に機械的剪断プロセスをほどこさない、方法。
【請求項２】
　熱処理後のホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）またはホエータンパク質分離物（ＷＰＩ
）を調製するための方法であって、
　（ａ）ｐＨ４．７～８．５で、タンパク質濃度１５～５０％（ｗ／ｖ）のＷＰＣ水溶液
またはＷＰＩ水溶液を提供し；
　（ｂ）タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超えるまで前記溶液を熱



(39) JP 2012-523835 A 2012.10.11

処理し、ここで前記熱処理は、好ましくはレイノルズ数が少なくとも５００の乱流条件下
におきつつ、前記溶液を加熱することを含み；
　（ｃ）前記熱処理の最後に、前記熱処理後の材料を、乾燥するために乾燥機まで、また
は他の成分と混合するためにミキサーまで、直接搬送し；
　（ｄ）前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩが、ステップ（ｃ）の前に細粒化されないこ
と
を含む、方法。
【請求項３】
　乾燥改変ホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）またはホエータンパク質分離物（ＷＰＩ）
を調製するための方法であって、
　（ａ）ｐＨ４．７～８．５で、タンパク質濃度１５～５０％（ｗ／ｖ）のＷＰＣ水溶液
またはＷＰＩ水溶液を提供し、
　（ｂ）タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超えるまで前記溶液を熱
処理し、前記熱処理は、乱流条件下におきつつ前記溶液を加熱することを含み、
　（ｃ）前記熱処理の最後に、前記熱処理後の材料を乾燥機まですみやかに搬送し、
　（ｄ）前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩを乾燥させることを含み、
　前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩに対して、乾燥を容易にすべく液体が液滴に変換さ
れる場所以外では、乾燥前に機械的剪断プロセスをほどこさない、方法。
【請求項４】
　液体ホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）またはホエータンパク質分離物（ＷＰＩ）を含
む混合物を調製するための方法であって、
　（ａ）ｐＨ４．７～８．５で、タンパク質濃度１５～５０％（ｗ／ｖ）のＷＰＣ水溶液
またはＷＰＩ水溶液を提供し、
　（ｂ）タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、５０℃を超えるまで前記溶液を熱
処理し、前記熱処理は、乱流条件下におきつつ前記溶液を加熱することを含み、
　（ｃ）前記熱処理の最後に、前記熱処理後の材料を、乳、脱脂乳、脂肪、炭水化物、乳
リテンテートまたは脱脂乳リテンテートからなる群のうちの少なくとも１つを含む少なく
とも１種類の他の成分と混合するためにミキサーまで直接搬送することを含み、
　前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩに対して、乾燥を容易にすべく液体が液滴に変換さ
れる場所以外では、乾燥前に機械的剪断プロセスをほどこさない、方法。
【請求項５】
　加熱前の前記ＷＰＣ濃縮物の前記ｐＨを、５．０～８，５、一層好ましくは５．５～８
．５、最も好ましくは６．０～８．０、最も好ましくは６．５～７．５に調節する、請求
項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　加熱前の前記ＷＰＣ濃縮物の前記タンパク質濃度が１６～４０％である、請求項１～５
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＷＰＣ溶液またはＷＰＩ溶液が、内径５ｍｍを超え、１５０ｍｍ未満の加熱された
流路を通る際に前記熱処理が起こる、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記溶液が、長い管状のリアクタを通って６０℃～１１０℃の温度で出てくる、請求項
１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　圧力定格５Ｂａｒ～５００Ｂａｒのポンプを用いて、前記管状のリアクタに供給する、
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記加熱が直接蒸気噴射によるものである、請求項１～９のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１１】
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　全固形分の５０～９５％、最も好ましくは５２～９０％がホエータンパク質である乾燥
改変ＷＰＣまたはＷＰＩを調製するための方法であって、
　（ａ）１５～５０％（ｗ／ｖ）がホエータンパク質である水性ＷＰＣまたはＷＰＩを調
製し、
　（ｂ）高圧ポンプを使用して、３～１０００バール、好ましくは５～５００バール、最
も好ましくは１０～３５０バールの圧力で、高圧ヒーターにタンパク質濃縮物を供給し、
生成物の流れは、好ましくはレイノルズ数が少なくとも５００の乱流が起こるようなもの
であり、
　（ｃ）得られた溶液を、タンパク質変性を生じさせられるだけの時間、７０℃を超える
まで熱処理し、
　（ｄ）前記熱処理の最後に、前記熱処理後の材料を乾燥機まですみやかに搬送し、
　（ｅ）前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩを乾燥させることを含み、
　熱処理構成（ｃ）からの処理後のＷＰＣ流に対して、乾燥前に細粒化手順をほどこさな
い、方法。
【請求項１２】
　熱処理ゾーンが前記乾燥機の流入口と直接連結される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記乾燥が噴霧乾燥によるものである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記乱流のレイノルズ数が１０００を超える、請求項１～１３のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１５】
　前記レイノルズ数が１５００を超える、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記レイノルズ数が２，０００～５０，０００の範囲にある、請求項１５に記載の方法
。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の方法で調製されるＷＰＣまたはＷＰＩを、プロ
セスチーズ、ヨーグルト、ホエークリスプから選択される製品製造時における成分として
用いる、使用法。
【請求項１８】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載のＷＰＣまたはＷＰＩを食材の成分に含ませるこ
とで、前記食材のタンパク質含有量を増やす、方法。
【請求項１９】
　前記食材が、脂肪を溶かす必要があれば溶かし、脂肪または油と炭水化物およびＷＰＣ
とを混合した後、前記混合物を固めることを含む方法で作られるスナックバーである、請
求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　請求項１または請求項３に記載の方法で調製される乾燥ＷＰＣまたはＷＰＩを成分とし
てヨーグルトに含めることを含む、ヨーグルトを調製する方法。
【請求項２１】
　前記乾燥ＷＰＣまたはＷＰＩとカゼインを含む乳とを混合することで、少なくとも７％
（ｗ／ｖ）のタンパク質を有するヨーグルト乳を調製し、前記ヨーグルト乳をｐＨ３．８
～５．５に酸性化することを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ヨーグルト乳のタンパク質濃度が８～２０％（ｗ／ｖ）である、請求項２１に記載
の方法。
【請求項２３】
　前記ヨーグルト乳のタンパク質濃度が１０～１６％（ｗ／ｖ）である、請求項２２に記
載の方法。
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【請求項２４】
　前記ｐＨが４．０～５．０である、請求項２０～２３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　ストレプトコッカス・サーモフィルス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｔｈｅｒｍｏｐ
ｈｉｌｕｓ）とラクトバチルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ）との混合培養を用いて、
ヨーグルト乳の酸性化を実施する、請求項２０～２３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　酸性化が化学的な酸性化によるものである、請求項２０～２３のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項２７】
　請求項１または請求項３に記載の方法で調製される乾燥ＷＰＣまたはＷＰＩとカゼイン
を含む乳とを混合し、ｐＨ３．８～５．５に酸性化することを含む、１．５～１５％（ｗ
／ｖ）のタンパク質を含むヨーグルト飲料を調製する方法。
【請求項２８】
　前記カゼインを含む乳が、乳、乳リテンテートまたは乳タンパク質リテンテートを含む
、請求項２０～２７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記カゼインを含む乳が脱脂乳を含む、請求項２０～２７のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項３０】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の方法によって熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩを
調製し、前記熱処理後のＷＰＣまたはＷＰＩをプロテアーゼと接触させることを含む、ホ
エータンパク質加水分解産物を調製するための方法。
【請求項３１】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の方法で調製される熱処理後のＷＰＣまたはＷＰ
Ｉまたは請求項３０に記載の方法で調製される加水分解産物を、水および可溶性炭水化物
も含む混合物に成分として添加することを含む、栄養製品を調製するための方法。
【請求項３２】
　前記混合物が、ナトリウム塩およびカリウム塩ならびに、脂質およびビタミンの源をさ
らに含む、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記栄養製品を、７０℃を超える温度、好ましくは１００℃を超える温度まで、一層好
ましくは少なくとも業務用の滅菌条件下で加熱する、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の方法でホエータンパク質成分を調製し、前記成
分を、チーズと水を含む他の成分と混合し、調理して溶けたプロセスチーズを形成し、冷
ますことを含む、プロセスチーズを作るための方法。
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